
事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介指定基準における
禁止の対象となる具体的な行為」を正しく理解して
おり、玄関の施錠を含めて身体拘束をしないケア
に取り組んでいる

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

組織としての法人内の「基本理念・基本方針」をベースに捉え、
地域密着型サービスの意義や役割をふまえて、職員間で話し
合いながら事業所独自の理念をつくっている。毎朝の朝礼時に
は全員で唱和して理念を共有し、職員間で理念を振り返りなが
ら利用者・家族・地域を支えるサービスに努めることを目指して
いる。

理念は職員間で作りあげ、毎朝、全員で理念
を唱和し、日々のケアに活かし振り返ってい
る。

天気の良い日は、近くの足手荒神社まで散歩に行っては、近
所の方と挨拶をかわしたり、お花を頂いたり、畑の野菜をおす
そ分けしたり、回覧板を届けたりと関わりを持つよう努めてい
る。月に１回、自治会にある「足手荒神社の清掃活動」に参加
したり、地域の小学校の公開授業に出かけたり、商店街に買い
物に行くことで、可能な限り地域との関係性に努めている。

事業所の近隣住民との触れ合いを大切にし、
散歩の際挨拶をしたり、回覧板を利用者と一
緒に届けたり、花や野菜を頂くなど気軽にお
付き合いができている。また自治区にある「足
手荒神社」へのお参りや清掃活動に参加した
り、小学校の公開授業に出かけたりと盛んに
交流している。

法人内には、他職種により構成された「劇団」があり、認知症の
早期発見・早期治療の大切さを目的とする内容の寸劇も取り入
れられている。劇団は地域に出向いて公演をしており、当事業
所からも職員が参加し、認知症ケアの啓発に努めている。

運営推進会議では、利用者・家族・自治会長・市職員・地域包
括職員・老人クラブ副会長・司法書士の方々に、事業所の行事
に参加していただき、利用者の表情・直接聞く会話等の中から
率直な、意見・質問等をもらい改善課題の見い出しに努めてい
る。会議では、サービス評価や火災避難訓練、満足度調査等
を報告し改善に活かすようにしている。

２ヶ月に１度の運営推進会議には、利用者と
家族、老人会の副会長、司法書士、行政、地
域包括等の参加があり、テーマを決め課題を
見出し検討している。また会議で評価結果や
避難訓練、満足度調査の結果を報告してい
る。

事業所の行事や運営推進会議に参加をしてもらうことで、実践
現場と施策の整合性が図れるているか等の確認をしてもらって
いる。毎月「事業所便り」を届け、また市町村からは防火安全
対策や、感染症等についての最新の情報が文書で届き、相談
や課題が生じた場合には、その都度解決を図るような協力関
係に努めている。

行政に事業所の行事や運営推進会議に出席
してもらい、事業所の実践現場を直接見ても
らい、意見をもらっている。

利用者の人権を守ることがケアの基本であることを認識し、「身
体拘束となる具体的な行為とその弊害」を職員は理解し拘束の
ないケアをしている。戸閉まりの時間設定（ＰＭ7：00～ＡＭ7：
30）以外は鍵をかけておらず日中は常に出入りでき、職員は利
用者の所在を確認しながら自由な暮らしを支えるよう、また抑
圧感のない暮らしができるよう配慮している。

職員は身体拘束の弊害を正しく認識してお
り、拘束をしないケアに努めている。また、転
倒の恐れのある利用者に対し、時には二人
介護としたり、低反発のマットを使うなどの工
夫がされ、安全管理にも留意している。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

身体拘束等の高齢者虐待防止のため、権利擁護の視点にたっ
た研修に参加した職員は、参加できなかった他の職員にも報
告を行うことで、理解を浸透しながら、利用者の尊守に向けた
取り組みを行っている。不適切な職員の態度や言葉も虐待とな
ることを理解し気を付けている。

現在成年後見制度を利用している利用者がいる。「日常生活
自立支援事業や成年後見制度」については、法人内の精神保
健福祉士から制度の説明を受けるなどし、職員は事業所内の
研修にて理解を深められるように努めている。

入居時には「重要事項の説明」「利用契約書」「個人情報同意
書」「重度化や看取りについての対応」文書に基づき説明し、不
安や疑問がないかを確認している。特に利用料金や起こりえる
リスク、緊急時の対応等については詳しく説明し、納得した上で
同意を得るようにしている。

意見箱と意見要望用紙を居室や玄関等に設置し利用者や家
族が意見を出せるようにしている。「苦情に関する公的窓口」は
明示・説明し、苦情を受けた際は「苦情受付書」に基づき対応
する体制がある。満足度調査の実施、運営推進会議では家族
の代表が外部者にも意見を伝え意見を反映するよう努めてい
る。日々の家族への報告・連絡・相談を重視している。

利用者や家族の意見が出やすいよう、意見
箱を設置している。また利用者の各部屋に
「要望書」を置き、面会時に意見や要望が出
やすいよう配慮している。定期的にアンケート
を収集し、結果を一目で理解できるよう円グラ
フ化した「苦情受付書」を作成し振り返ってい
る。

職員の意見は、日々の打ち合わせで改善するとともに、毎月小
会議、全体会議を行い職員相互の意見を出してよりよい運営
になるよう努めている。代表者へは管理者が定期的に報告・相
談を行い、現場に反映できるよう助言をもらっている。法人内に
は、「職員のメンタルヘルス相談窓口」も設置され職員の悩み
等を受け入れられる体制がある。

職員の意見は日々のミーティングや定例会議
で検討している。また、法人の代表者に管理
者が定期的に報告、相談を行い事業所の運
営に役立てている。又、メンタル面の相談の
ため、法人の相談窓口を設けている。

職員は全員正規職員であり安定して業務に臨める。代表者は
定期検診の実施・インフルエンザ予防接種・賞与など職員が心
身の健康を保ち向上心を持って就業できるよう配慮している。
法人外の研修会参加や事業所行事の要望、必要な物品購入
に関しても現場の声を聴き、職員の思いに添えるように努めて
いる。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

代表者は、法人内外の研修に参加する環境を整え、また学会
の研究発表の機会を設け、職員全体で技術や知識を身に付け
ていくＯＪＴの体制に努めている。日々問題点が生じれば法人
内の専門職（医師・薬剤師・看護師・歯科衛生士・ＳＴ・ＯＴ・ＰＴ・
栄養士・ケアマネ等）に相談し、連携してスキルをあげていける
ようはたらきかけている。

同業者やケアマネジャーの見学希望があれば、随時受け入れ
ている。日本グループホーム協会や大分県小規模介護ネット
ワークにに加入し各種の研修に参加したり、市内で開催される
研修に参加し、他の施設の職員と意見交換することでサービス
の質の向上につなげられるよう努めている。

入所相談があった場合はできるだけ見学にきていただき、本人
との関係つくりを築くようにしている。入居時はアセスメントを行
い本人・家族・ケアマネ等にこれまでの支援状況の確認・情報
交換を行って、細かく連携を取ることで住み替えによるダメージ
を最小限に防ぐよう努めている。

入所相談があった場合はまず見学にきていただき、困っている
こと、不安なこと等を傾聴することを基本にしている。入居待機
中は毎月「事業所便り」と「困っていることや不安なことがあれ
ば相談してください」と手紙を添え、常に家族を受け止められる
体制づくりに努力している。

入居待機中は毎月「事業所便り」を郵送し事業所の様子を伝
え、安心、納得してサービスを利用開始できるように働きかけて
いる。また家族や担当ケアマネージャーと連絡をとり、困ってい
ることや、家族にとって即時のニーズは何なのかを共に考え、
必要に応じては他のサービス（デイサービス・デイケア・老健・
特養等）を紹介することを心がけている。

本人の存在感・役割のある日々（洗濯物たたみ・掃除・食事の
手伝い等）が過ごせるようなかかわり方、得意分野の見出しに
努め、していただいた時は必ず言葉に出して感謝の気持ちを伝
えている。職員も利用者からいたわりの言葉をいただいたり、
昔のならわしや調理方法など教わり癒されることも多く、協働し
ながら生活できる場面をつくれるように心がけている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努
めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

職員は面会時や電話で、診察の結果や利用者の状況を家族
に伝え、家族より希望があれば受診に付き添っていただいてい
る。毎月「事業所便り」とともに、担当者からご家族へメッセージ
を添えて郵送し、日々の暮らしの出来事や気づきの情報が共
有できるように努めている。事業所の行事（新年会・焼肉会な
ど）にはご家族にも案内し時間を共有できるようにしている。

法事・お墓参り・行きつけ美容院・なじみの商店街・市内散策・
自宅や実家訪問など可能な限り継続的な交流ができるよう支
援し、一人一人の生活習慣を尊重している。

法事や月命日の墓参り、美容院、馴染みの
商店街で駄菓子屋に寄ったり、竹楽などのイ
ベント見物、市内散策等、馴染みの場所や人
とのつながりが途切れないよう支援に努めて
いる。

利用者同士の関わりがうまくいくよう職員は利用者同士の関係
性の情報連携に努め、利用者同士の会話や交流の橋渡しをし
て席の検討を行っている。そして各自が孤立せず、自然な関係
が保てるよう調整の役割に心がけている。学習療法を個別に
実施して関わる中で、本人の思いを受け入れられるようにも努
めている。

在宅に戻る方には担当ケアマネと連携を密にし、他施設に入
所される方には、入所先にアセスメントや支援状況を報告し、リ
ロケーションダメージを最小限にくいとめられるようにしている。
退所後も自宅訪問したり電話を掛けたりと、利用中に培った利
用者との関係性を大切にしている。

日々の関わりの中や言葉、表情などから本人の好みや思いを
聞いて理解、把握し対応するように努めている。家族の方から
もこれまでの暮らし方・本人の思い等聞き取りし本人本位に検
討したり、センター方式を導入して、「利用者本位の認知症ケ
ア」を目指して職員間で学んでいる。

きめ細かなセンター方式のアセスメント表を用
いて、出来る事、出来ない事を明らかにして
いる。利用者の思いや意向、好みなどを言葉
や表情、または家族から聞き取り、利用者本
位に検討し対応している。

入居前に本人や家族、担当ケアマネージャー、主治医から、プ
ライバシーに配慮しながら、できる限りの情報収集を行い、アセ
スメントシートを作成して職員間で情報を共有している。また
日々の関わりの中や会話の中から、本人が繰り返し語る事柄
や、本人がどのように暮らしたいか等の把握に努めている。

個別のファイルにはバイタル・内服薬提供状況・食事摂取量・
個別の支援・本人の言葉・エピソード・精神面ケア・ケアプラン
に基づく個別の対応等を毎日記録し、本人の全体像を把握し
ている。できる力、わかる力を暮らしの中で発見していくことに
努めている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

利用者担当職員や介護計画作成者が中心となり、本人・家族・
職員とで本人がよりよく暮らすためのケアについて検討してい
る。部分的な問題や断片的な情報の把握に陥らず総合的な把
握、現状に即した介護計画を作成するようにしている。介護計
画は入院や状況変化の時は勿論、定期的に見直しを行い、モ
ニタリングを実施している。

アセスメント表より得た利用者の思いを、職員
間でカンファレンスし、実行可能な介護計画
書を作成している。定期的にモニタリングをし
見直しのケアプラン表につなげている。

利用者の個別ファイルにバイタル・食事摂取量・排泄状況・
日々の様子・本人の言葉・エピソード・ケアの実践・結果・気付
きなど記録し、介護計画に沿って実践されたかどうかの評価も
日常的に記入し介護計画の見直しの際活かすようにしている。
その他、グループホーム日誌や診察ノートなどに必要なことは
記入し、職員全員で情報を共有している。

同一の建物内にデイサービスが運営されていた時は、デイ
サービス利用者やデイ職員は常時気軽に行ききし、午後は時
に一緒にレクレーションをすることもあり交流を支援してきた。
受診は利用者の心身の状況を把握している職員が付き添って
いる。

保育園児訪問や、なじみの美容院等に出かけたりし豊かな暮
らしを継続できるように支援している。地元の福祉用具事業者
が福祉用具の相談・配達・修理などし、外出時は法人内のマイ
クロバスやリフトカーなどの協力も得られる。運営推進会議に
は市の職員が出席し、消防署は火災避難訓練に立ち会ったり
しながら、常に協力関係を築くようにしている。

法人は精神科病院が中心となっており、認知症に知見の深い
医師の確保の体制がとれている。入居までのかかりつけ医を
基本にしているが、法人のかかりつけ医を希望する家族には
応じている。かかりつけ医との連携は２４時間可能である。その
他整形外科・循環器内科・皮膚科・眼科・歯科等本人や家族と
相談しながら、職員あるいは家族が受診に付き添っている。

主治医と連携を取り、受診時には「主治医報
告書」を用い、病状に即した適切な医療を受
けられる体制である。当事業所は看護師も常
勤しており、1人ひとりの健康管理に努めてい
る。また介護スタッフの８０％が専門職の資格
を取得しており、医療面の学習をしている。

常勤看護師が１人配置されており、常に入所者の健康状態を
把握しているとともに、法人が病院であることから、24時間オン
コールで医師や看護師に相談を行い指示を得ている。歯科衛
生士が法人内に所属している事から、必要に応じ入所者の口
腔内の評価を行いアドバイス等もらっている。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

35 （13） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

入院時は本人のアセスメント・支援方法に関する情報提供を行
うようにしている。入院によるダメージを防ぐため職員は面会に
行き、時に他の入居者と共に面会に行くこともある。家族・主治
医・病院相談員から得た情報を職員・家族で共有し、回復状況
等を情報交換しながら、速やかな退院支援に結びつけるように
して事業所の受け入れ体制を整えている。

重度化した場合の指針を設けているが、身体状況に応じ、本人
や家族の意向・主治医の意見・看護介護の体制等をもとに話し
合いを行っている。「事業所としてできること、できないこと」の
支援の見極めを行いながら、家族が安心して納得できる対応
に心がけている。

重度化や終末期について、できる事とできな
い事を明らかにした指針をもとに家族の意向
を聞き、家族が安心した納得のいく終末ケア
に努め、法人全体で連携をとり支援に取り組
んでいる。

ＡＥＤが設置され職員は使用手順を習得しているが、ケースを
想定しての定期的な勉強会や話し合いは随時必要である。緊
急時には２４時間オンコールで速やかに医師・看護師と連絡が
とれ指示を受ける体制が可能である。毎日バイタルチェックを
実施し、身体兆候異常サインが少しでもあれば、職員間で情報
を共有し早めに受診につなげるようにしている。

夜間を想定した火災避難訓練は年２回行い、マニュアルに沿っ
てどの職員でも迅速に対応できるようにしている。火災避難訓
練では、自治会長にも立ち会っていただき、直接消防署に通報
するなどした訓練を実施している。災害に備えた飲料水・食料
品の備蓄は、３日分を事業所で確保している。

火災や風水害のマニュアルを作成し、年に２
回避難訓練をしている。訓練時は市の消防
署、地域消防団、自治会長の参加がある。ま
た市の防災無線の設置や各部屋に手作りの
防災頭巾、備蓄の準備がある。

「個人情報」の説明を行い同意を得、広報誌での名前・写真掲
載や居室前の表札提出等についても意向確認を行っている。
声かけは一方的な命令口調ではなく利用所の意志を聞けるよ
うに配慮し、訪室・退室する際も挨拶して人権意識に心がけて
いる。職員間での口頭伝達では、便はコート、尿はハルーンと
統一し、プライバシーを損なわないよう配慮している。

個人情報の取扱について説明を行い同意し
てもらい、広報誌や表札の掲示についても意
向確認をしている。一人ひとりを尊重し、プラ
イバシーについてスタッフは接遇マナーの研
修を行い、言葉かけや対応に配慮している。
排泄についてもスタッフ間で合言葉を使用し、
常にプライドを傷つけないよう対応している。

さまざまな活動・日々の会話・個別対応の「学習療法」等を通じ
て、職員とのコミュニケーションや回想法等から、入居者の思い
を可能な限り聴き受け止め実行するように配慮している。必要
に応じてはセンター方式を導入し、可能な限り利用者の思いを
引き出せるようにしている。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好み
や力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備
や食事、片付けをしている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

午前中は学習療法、午後は集団活動と基本的なⅠ日の流れ
はあるが、一人一人のその日の体調・気分に配慮し個別的な
支援を行っている。買い物・自宅訪問も可能な限り希望に添う
ようにしている。

美容院は昔からの馴染みのところに行く支援をしている。化粧
品・洋服を必要とする方には、一緒に店に見に行くなどの支援
を行い、自己決定できにくい場合は、家族に相談し洋服などを
届けてもらうようにしている。

疾患により食べられない物や苦手な物があればその食材を使
わないなど個別対応している。誕生会はケーキを作り、誕生者
が好物とするものを聞いて提供している。調理の手伝い・片付
け等希望する方にはその気持ちを大切にし、衛生面に留意し
ながら参加してもらっている。畑で野菜作りを手伝っていただき
ながら、食卓に少しでも収穫した野菜がのれるようにしている。

食事は治療食や好き嫌いを聞き、個別に対
応している。誕生日にはケーキを作ったり、好
物を聞き、献立作りに活かしている。事業所
内で３食作り、利用者の出番があり精神面、
身体面での機能低下を防いでいる。また畑で
収穫した野菜を利用した、季節感のある食卓
である。

個々の食事摂取量はカルテに記載し普通食・ミキサー食など
の食事形態や嫌いな物などを把握し、食札で職員が情報を共
有できるようにしている。必要に応じては、法人内の管理栄養
士からの専門的アドバイスを受ける体制がある。水分摂取量も
把握している。

職員は口腔内の清潔保持の意味を知り、口腔ケア自立の方に
は声かけ、介助の必要な方には介助を行っている。気になる点
があればＳＴ・歯科衛生士に相談し、やわらかめの歯ブラシ・ブ
ラッシングの仕方・保湿剤・義歯装着剤・病院受診等のアドバイ
スを受けている。義歯装着者は夜間ポリデンにつけて衛生的
管理に努めている。

トイレでの排泄を基本にしているが，夜間帯のみポータブルを
使用している方もいる。排泄チェック表を使用して、個々の排泄
パターンに応じトイレ誘導を行っている。夜間のみおむつ使用
者や、布下着・失禁パンツ・リハパン・尿とりを使用している。
「排泄マニュアル」がありそれに基づきプライバシーに配慮した
支援をしている。

利用者個々の排泄パターンを把握し、夜間は
家具式ポータブルトイレの使用をしている方も
いるが、基本は全員トイレでの排泄を試み、
声掛け、誘導をしている。夜間のみオムツ使
用の方もいるが、家族負担が最小限になるよ
う努めている。

便秘対策の意味もあり、野菜中心の食事に心がけ、ヤクルト
４００と牛乳は毎日提供している。天気の良い日は近くに散歩
に出かけたり、レクレーション活動や、体操等を行い、身体を動
かす機会を１日に適度に設けて自然排便を促す工夫をしてい
る。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 （18） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

職員の勤務体制等から時間帯・回数は必ずしも全ての方の希
望に添った支援となっていないかもしれないが、週に２～３回は
入浴を実施している。。足浴器や１２月はゆず風呂など使用し
て気分転換を図ったり、体調の変化により清拭・シャワー浴にし
ている。

入浴は週２回を基本としているが、体調不良
時は看護師が対応し、清拭、シャワー、足浴
器を使用している。

日中の活動性を高めて、適度な疲労感を感じられるようにし、
個別の希望に応じて居間・食堂・居室・畳の間等で休息をとっ
ている。夜寝つけない時は、電気毛布・ゆたんぽ・ホットミルク・
本人の眠たいときに居室へ誘導等し、眠れない方には原因を
見極めるようにしている。

個々の薬内容は、個別のファイルに綴じ職員が内容を把握で
きるようにしている。薬は「服薬マニュアル」に添って提供し誤
薬等のアクシデントを防ぐようにしている。薬の処方内容変更
の際は、経過観察して必要に応じ医師や、看護師に報告・相
談・受診する等の連携につとめている。

一人ひとりの力を発揮できそうな得意分野の見い出しは、担当
職員を中心にして話し合い、モップ掛け・洗濯物たたみ・買い
物・ゴミだし等、お手伝いできることはそれぞれ違うが、していた
だいた時はその都度、感謝の言葉かけをし自信を高められる
よう配慮している。

天気の良い日は、可能な限り散歩や外気浴を日課としている。
他に買い物・受診・バスハイクなどの外出行事・美容院・自宅訪
問・なじみの店への買い物等は本人の意向に添うよう対応して
いる。初詣・チューリップ見学・紅葉見学・ひなまつり見学など、
月に1度はみんなで出かけられる行事を計画している。

外気浴を兼ね、出来るだけ散歩したり、回覧
板を持って行ったり、神社での参拝など日常
的に出かけている。下肢筋力の低下防止を
目的とした外出支援である。また月に１度は
季節の祭りなど出掛ける計画がされている。

「小口金庫の管理マニュアル」に添って、日用品等で使用する
額のお金は事業所が管理している。毎月家族へ１月ごとの小
遣いノートのコピー分とレシートを郵送し確認していただいてい
る。外出時は嗜好品の買い物をしながら、本人が直接お金を支
払う場面をつくり、社会性の維持につなげるよう支援している。

希望されれば、電話は気軽にかけられるようカウンターに設置
している。年賀状は利用者が各家族に出せるよう支援をしてお
り、不定期ではあるが、家族に少しでも思いを伝えられるよう、
手紙を書く支援をしている。
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事業者名：（介護予防）認知症対応型グループホーム　和の郷

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

畑や玄関にはベンチや花を置き、事業所内には利用者の作品
を掲示し、畳の間・床・障子戸・中庭等からは安堵感や自然を
感じられるようにしている。台所はオープンキッチンで調理音や
香りが身近に感じられ家庭的で、五感を刺激できるようにして
いる。２４時間換気が行われている。各居室・フロアーには湿度
温度計を設置し、その数値を目安にして、冷暖房の調整や加
湿器使用をこまめにしている。

利用者の関心の高い畑や花壇がありベンチ
が設置されている。共用部分より眺められ、
気軽に出られるようにしている。対面式の
オープンキッチンでスタッフと利用者が輪にな
る開設当初からの取組みが継続されている。

建物内はバリアフリーである。活動性を維持するため必要な方
は個人に応じて歩行器・シルバーカーを使用している。介助
バー・衝撃吸収マット・手すり・浴室滑り止めマット・シャワーチェ
アー等を使用し、安全性の確保と自立の支援をしている。利用
者が錯覚混乱と思える場合は、職員で話し合い分かりやすい
環境になるよう努めている。

廊下やベランダ・玄関外等、適所にソファーやベンチを設置し、
一人で過ごしたり仲の良い利用者同士でくつろげるよう、プライ
バシーに配慮したスペースがある。畳の間では自由に腰かけ
たり横になったりし、利用者が共に過ごす機会の多い食堂で
は、人間関係を配慮した席になるようつとめている。

各居室にベッド・チェスト・洋服ダンス・椅子・ケアコール等備え
付けており、他に馴染みの物の持ち込みについては入居時に
本人や家族に働きかけている。タンス・テレビ・写真・位牌等を
持ち込んでいたり、自分の作った作品を掲示している方もい
る。

一人ひとりの部屋は長年培ってきた生活空間
が再現される居室づくりとなっている。馴染み
のある家具や位牌、思い出の書や絵、写真
が置かれ、個々の生活背景が見えてくる部屋
づくりである。
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